
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。
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平成23 16年度 年度

0

0

経過年数

03,000

0

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

0

□ 定率

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金名 経営体育成支援事業費補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 □ 非公募

補助目的を達成し得る事業実施主体が限定されるため。

□ 個人
地域計画のうち目標地図に位置
付けられた者

区分

農林水産局総務農林部
（農業振興・イノシシ等対策担当）

（ＴＥＬ092-711-4852）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

前年度実績なし

回

終期を延長する
理由

 補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

令和11

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 3

【目的】
　農業従事者の減少と高齢化が進む中、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地
利用の姿の実現に向けて、経営改善や経営規模の拡大等への取り組みを支援することで、地域
農業の担い手の育成・確保を図るもの。
【補助対象事業】
　付加価値額や経営規模の拡大等に取り組む際に必要となる農業機械等の導入

当該年度

 本市農業の担い手不足は解消されておらず、本事業にて農業機械等の導入支援を行
い、地域農業の担い手農家の経営改善や規模拡大への取組みを支援することで、担い
手の育成・確保につながるため。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】

　農業機械等の導入等に要する経費の3/10以内

補助金交付
による効果

　農業機械等の導入を支援することで、地域農業の担い手農家の経営規模の拡大や
経営の多角化等への取り組みにつながり、地域農業の担い手の育成・確保が図られ
る。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度


